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第15回地域問題研究交流会報告（要旨）

三Ⅲ短期大学地域問題総合調査研究室（以後地

研）では、三亜短期大学の教員・学生、行政の関

係者、一般市民の方々に参加していただき、地域

問題についての意見の交流を行う研究交流会を毎

年度開催しております。本年度は「介謹保険と高

齢社会」というテーマでいよいよ2000年実施に迫っ

た介護保険についてのシンポジウムを1998年11月

7日（土）午後2時～4時30分に、三亜短期大学41

番教室で開舵いたしました。参加者は約80名であ

り、この中には津市周辺の市町村の介護保険の関

係者の方もおられ、識師の方の有意義な識演や報

告、聴識者との熱心な質議応答でもって行われま

した。

第1部：購演

「三m県における介簸保険と高齢社会」

堀川芳穀氏

（三亜県健康福祉部国保・高齢対策課介壌

保険推准毒島）

第2部：シンポジウム

パネラー杉浦幸生氏

（三通県市町村国民健康保険団体連合会

取務局長）

小川順飼氏

（四日市市社会福祉協謡会緯務課長）

吉川浄氏

（津市福祉保険部介護保険準備室長）

堀川芳毅氏

（三m県健康福祉部国保・高齢対策課介瞳

保険推進室長）

コーディネーター

林智樹（三亜短期大学地研研究員）

挨拶三m短期大学長雨宮照雄

挨拶三m短期大学地研室長森岡洋

三重県における介護保険と高齢社会

（三重短期大学雨宮照雄学長挨拶）
皆さんこんにちは。地域問題総合調査研究室は

昭和59年に設立され、これまで、地域の行財政、

経済・産案、文化など種々の問題について研究を

続けて参りました。研究交流集会はその研究成果

を公表するとともに、地域で活躍されている皆さ

んとの経験交流の場として、今回が15回目になり

ます。

今回のテーマは、国民の関心の高い介護保険制

度についてです。ご承知のように介護保険制度は

2000年から実施を予定しており、高齢者禰祉の股

、要施筑として位世づけられています。介謹保険

制腿では、国民が福祉サービスを自ら選択できる

というのが一つキャッチフレーズになっており、

従来の措侭制度から契約制度への移行が謡われて
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おります。しかし、各方面から問題点の指摘も為

されております。例えば、介護保険制度実施にと

もなって民間の福祉施設等もどんどんと新しい産

業に参入しようとしてきていますが、果たして民

間のサービスが国民が望む福祉サービスを維持で

きるのか、という問題も残っております。さらに

は今回の制度は老人介護に限って導入されました

が、障害者に対する介護は別な制度になっている、

という問題点もあります。あるいは、国民自体が

介護サービスを選ぶというときにそれに必要な悩

報が果たして開示されているのか、あるいは不服

申し立てが出来るのかという問題もあります。あ

るいは市町村でケアプランを策定するときに本当

にそれぞれの人に見合った、適切な介護プランが

箪定できるのか。さらに、日本の場合にはドイツ



のような現金給付を制度化しませんでしたが、そ

れでいいのかなど、嫌々な問題を抱えているわけ

です。本日の識油とシン兼ジウムでは、そのよう

な点について典体的に三函県下の市町村で、鋪一

線で活踊をされている方々の貴重なご努力とご意

見を伺うことが出来ると我々も期待しております。

最後になりましたが、堀川先生をはじめパネラー

の先生方本日はどうもありがとうございました。

貨重なご意見を伺いたいと思います。

（森岡洋地研室長挨拶）

こんにちは、忙しい中来ていただきまして、あ

りがとうございます。三亜短期大学には、地域問

題総合凋在研究室というのがあります。これはちょ

うど今から14年前の1984年に、三函短期大学の教

員が地域の問題を研究して、地域の問題を解決す

ることに努力し、地域の人々と共に生きよう、そ

してその研究成果を学生の教育にも還元しようと

いう主旨のもとに作られたものです。開設以来三

璽県、あるい三m県下の市町村の委託研究、そし

て地研研究風のそれぞれの専門での学術的研究な

どを行っております。近年では地研年報という定

期刊行物を発行してそれらの成果を公表しており

ます。

また、地域問題総合調査研究室は地域問題研究

交流会を今から5年前の1993年から始めておりま

す。本年度は、今日でちょうど第15回目となって

おります。この研究交流会を年に2回開他してお

り、一つは、三Ⅲ短期大学の教員であるこの研究

室の研究員が1年間研究した成果を発表するとい

う研究会であります。それには、言般市民の方も、

学生の方も参加していただいて結櫛なわけです。

そしてもう一つは、今日のような形で、外部の地

域問題に詳しい方に来ていただいて、地域の方、

行政の方、他の大学の教員、あるいは本学の教貝、

学生と一緒になって地域の問題を討識し、解決し

ようという研究交流会であります。

今日は、近年日本で大きな論議となっておりま

す介謹保険について「介謹保険と高齢社会」とい

うテーマで、地域問題研究交流会を開他するとい

うことになりました。諭師の先生方は、現在三砿

県下でこの介謹保険の実施のための戦術をなされ

ておられる方で、大変忙しい中来ていただき、深

く感謝しております。講師の先生方は闘亜芯調油

や報告を行ってくれたり、どんな質問にでも答え

ていただける姻傭をしていると思います。会場の

皆さん、西暦2000年に始まる日本の福祉政簸の転

換点である介謹保険制度というのはどういうもの
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か、静かに聞き、また圃問など行い、本日一生懸

命勉強して帰って下さい。

第1部：講演

（堀川芳毅氏による識演）
皆さんこんにちは。ただいまご紹介を頂きまし

た、県の方で介護保険の導入雌愉を担当しており

ます堀川と申します。どうぞよろしくお願い申し

あげます。今日は土珊日の午後でありますが、地

域問題研究交流会ということで大変ご苦労様です。

テーマが介護保険と商齢社会ということで、学生

さんが大変多くご出席いただいておりますが、商

齢社会、あるいは介護保険、自分たちと関係ない

ということであまり関心がないかもしれませんが、

いずれ間違いなく自分たちの問題として将来関わ

ることになりますので、こんなものかということ

ぐらいの知識は、取得していただきたいと思いま

す。

社会保障制度の問題といいますのは、年金の問

題であったり、医縦であり、縞祉の問題です。日

本の社会保障制度につきましては、世界の中では、

かなり整っております。特に年金とか医療といっ

たものにつきましては、世界に誇れる有数のシス

テムを持っております。年金ということでいきま

すと、今日お見えの若い方たちには関心がないか

もしれませんが、20銭以上の方は、必ず国民年金

にはいっていただくという制度となっています。

医療保険につきましては、皆さん方必ず被保険者

になっていただいているというような状況です○

今の日本の年金･医縦制庇、これはまさに完成さ

れたものとなっておりますが、この制度がいつま

で維持できるかというのが現在大きな問題となっ

てきております。少子･商齢化といったことで、

若い方がだんだん少なくなっていく、支えられる

側の65歳以上の方が非常な勢いで増えてきている。

今の年金制度や医癒制度を維持するのが非常に難

しいというような状況です。これは今日の本題で

はございませんので竹略いたしますが、いずれに

しても年金・医療問題こういったものについては、

今議議が進められておりますが、若い皆さんにと

りましては、自分たちに身近な問遡としてこれか

ら関わってくることになってくると思います｡

今日は、介護の問題ですので介護の方に焦点を

絞りたい。日本におきます禍祉制度というのは、

ヨーロッパの先進的な国々に比べるとまだまだ見

劣りがします。たとえばスウェーデンとかデンマー

クとかドイツといったような国々の福祉制度に比

べますと、今の日本の制度はみすぼらしいといい



ますか、貧弱であるという状況であります。これ

から高齢者がどんどんと増えてきますので、福祉

の制度を手厚くしていかないととても対応しきれ

なくなる。そういった状況から介謹保険は考え出

されているわけです。介謹の問題ということにな

りますと、今の日本の介護の問題はたぶんに家族

の問題、家庭の問題として片づけられてきたケー

スがございます。今の日本でたとえば寝たきりと

か痴呆になったという場合、多くの方が自宅で家

族の方から介護を受けているといった状況が多く

見られます。ところが冒頭に紹介しましたように

人口がどんどん減っていく、あるいはお年寄りが

増えてきて子供の数が減っていくといった中で、

家族を櫛成する人数がだんだん少なくなってきて

おります。30，40年前ですとl家族平均4人とか

5人とかいった柵成員であったわけですが、現在

の日本の1世帯あたりの槻成員は、2.9人といっ

た数字であります。これはどんどん小さくなって

いる。まさに核家族化が進んでいるといった状況

であります。そうした中で高齢者世帯、65才以上

のお年寄りの見える世帯が地えてきています。こ

れはお年寄りが増えてきているので当たり前です

が、そういった中でも、65才以上のお年寄りが一

人暮らしをされているといった状況、あるいは夫

蝿二人だけ、65才以上のお年寄りが夫婦二人だけ

で生活しているといった世帯が非常な勢いで増え

てきています。現在一人藤らしのお年寄りが日本

で250万人おみえになります。三亜県では、3万

人強です。予側軍といっては何ですが、お年寄り

二人だけで暮らして見える世帯、これは約250万

世帯。これは二人ですので、2倍しますと500万

人のお年寄りが夫婦二人だけで暮らしているとい

うことです。

こういった家庭で、万が一脳梗塞等で寝たきり

になってしまった場合、今住んでいる市町村の福

祉制度が手厚くて、ヘルパーとかデイサービスと

か訪問着護といった制度が充実しているとしても、

引き続いて自宅で世話をしていく、生活ができる

ようにしていくというのは非常に離しいと思いま

す。お年寄り夫婦二人暮らしはどうかといいます

と。たとえば、おじいさんが脳血管障害で寝たき

りになってしまったという場合は、おばあさんが

中心になって介謹をしていただくことにしても非

常につらい場面が出てきます。これは、問題となっ

ております、老老介謹、お年寄りがお年寄りを介

護するといった問題がございます。これは市町村

の福祉制度を利用して、たとえばヘルパー、デイ

サービス、訪問看謹といったようなものを利用し

たとしても、今の柵祉の水姻では、そういった方々

をお世話していくのは、非常に難しい。そういっ

た一人暮らし、あるいはお年寄り二人暮らしの世

帯で、万が一寝たきりや痴呆になってしまった場

合でも、できうる限り引き続いて住み憤れた自宅

で生活ができるように禍祉を手厚くしていこうと

いうのが介謹保険の一つのねらいであります。も

ちろんこれ以外にも非常に医原にお金がかかるの

で、もう少し効率的にしようといった側面もある

わけですが。これからどんどんお年寄りが増えて

くる、寝たきりや痴呆の方も増えてきますので、

そういった方が引き統いて自宅で生活が出来るよ

うな水準まで禍祉のサービス基盤を引き上げてい

こうというのが介護保険の一つの大きなねらいで

あります。ずいぶん前世きが長くなりましたが、

こういった時代の流れ、これから21世紀になりま

して間違いなくこういった超高齢の社会が出てき

ます。そういった時代に対応するために介護保険

なるものを作ろうということで介謹保険法という

法律が去年の12月に成立しました。この制度の実

施は、平成12年4月1日からということですので、

後まさに1年半を切っているわけです。1年5カ

月といった状況で介謹保険が始まるわけです。1

年半というのは、非荊に厳しい時間のスケジュー

ルになっております。介謹保険の実施韮体は市町

村ということになっておりますが、市町村におい

ては、今導入のための準愉に非常に忙しい思いを

していただいているという状況であります。

以下個別に具体的な話にはいっていきます。ま

ず制度の運営主体。これを保険者といいますけれ

ども、これは市町村です。介謹保険を運営してい

くのは、それぞれの市町村が行って下さいという

ことになっております。そしてこの運営者のこと

を保険者というふうに呼びますが、保険者とはいっ

たい何かといいますと、大ざっぱにいいますと住

民の方々から毎月保険料を頂いて、サービスを提

供した磯関にお金を払うということが、保険者の

役割です。市町村といいましても、人口が何百万

といった政令指定市から、お隣の愛知県の窟山村

といったようなところでは、人口が180人の村が

ございます。三亜県でも人口が1万人を切るよう

な町村がかなりあります。そういったところでは、

保険者として行うとしても財政面とか、専門家の

確保とか事務の面でなかなか麺しい点がございま

す。そういったところについては、国あるいは県

がいろいろ支援をしようというような仕組みが組

み入れてあります。それから制度の始まりは、平

成12年4月からです。これは先ほどもうしました
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ように1年半を切ったわけです。その中で要介護

認定申請の受付は、平成11年10月頃から始まりま

す。

介護保険では、要介謹認定といった仕組みが組

み入れられております。要介護認定は、介護保険

での一番のポイントになってくるのです。住民の

方の要介護認定の受付は、平成11年1o月から始ま

りますということですので、申謂受付の時点から

いけばまさに1年を切っているわけです。ですか

ら市町村におかれては、住民の申謂にきちんと答

えられるようなシステムを作らなくてはいけない

ということになっており、このへんが市町村にお

ける一番大変な事務になってくるわけです。

それから介護保険に加入するのは、40歳以上の

人です。今日ご出席の方は、若い方が多いので、

まだまだ自分には関係がないという方が多いと思

います。当初の厚生省の案では、20才以上という

ことになっておりました。20歳以上の方は全員介

護保険に入っていただくというのが当初の厚生省

の案でした。しかし、自分が将来寝たきりになっ

たときに備えて保険を作ろうといったときに、20

才そこそこの若い方に月々保険料を払って下さい

といってもなかなか理解が得にくいだろうという

ことで、20才からという線は消えました。それで

40才という線になったわけです。なぜ40才になっ

たかといいますと、人間は40才になりますと、自

分の親がそろそろ70才代というような中で、介護

が必要となるような状況が出てくる。そうなって

自分の親の介護とか自分の将来のことを考えて保

険料をきちんと納めてくれるだろうというような

ことから40才に上げられたということであります。

この中でも、40才以上ですけれども65才以上の方

を第1号被保険者。40才以上65才未満の方を第2号

被保険者というように大きく二つに分かれます。

いずれにしても40才の誕生日を迎えた月から介護

保険にはいっていただく。具体的にいいますと保

険料を払っていただくということになります。

介護保険というのは社会保険という仕組みで行っ

ておりますので、強制加入です。社会保険という

のはすでに日本に四つございまして介護保険が五

つ目になるわけです。今まである四つの社会保険

といいますのは、年金保険、医療保険、lmi用保険、

いわゆる失業保険といわれるもの、それから労災

保険、この四つの社会保険があり、介護保険が加

わり、今日本では、五つの社会保険ができたとい

うことになります。この社会保険といいますのは、

強制適用です。私は入りませんということはでき

ません。必ず40才になったら介護保険に加入して
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下さい。必ず入って下さいということは、必ず保

険料を払って下さいということです。

65才以上の方を第1号被保険者と呼びますが、

この65才以上の方の保険料、これは月々いくらと

いうことになるわけです。これは所得に応じて決

まり、所得の高い人は、高いなりに負担して下さ

い、所得の低い方は少ない額で結柵ですよとうこ

とになっております。具体的にはこれは5段階に

分かれます。第1段階から第5段階まで所得によっ

て決まっておりまして標幽的な方が第3段階とい

うことです。この第3段階の方が雅準となります

ので、人数的にも第3段階の方が一番多くなりま

す。詳しく脱明しますと、住民税の課税か非課税

かということによって決まってきます。これは、

住民税世帯として課税、本人として非課税とかこ

こは離しいですので、そこまで覚えていただく必

要はありません。そういった方が第3段階で、こ

の方の保険料が今の日本の全国平均で一人2,500

円だというふうに厚生省が示しております。この

2,500円というのは、平成7年度の価格ですので

実際の平成12年度の価格では、約2,600円になる

といわれております。これはあくまでも全国平均

値です。第】段階の方は半分でいいですが、節l

段階の方はどういう方かといいますと、生活保謹

を受けている方とか、あるいは老齢禍祉年金とい

うような年金を受けていらっしゃる方です。第2

段階の方は、0.75で結槻です。2割5分まけておき

ましょうと。逆に第4段階の方は、どうかといい

ますと1.25です。第5段階の方になりますと掛け

る1.5というふうに5割り漁し払って下さいとい

うような形になります。このように65才以上の保

険料は所得に応じて5段階に分けられます。

ここで一つ注意をしていただきたいのは、介凝

保険の保険料には免除という規定がありません。

あなたの場合は、保険料がいりませんというよう

な仕組みがございません。いかに所御のない方で

あっても、基雌額の半分は負担して下さい。たと

えば2.500円としますと、この方は1,250円となり

ますが、そういった額は必ず負担して下さいとい

うような仕組みがとられています。これがまず65

才以上の方の保険料の設定の仕方です。65才以上

の方で年金を受給されている方ここでいう年金と

いうのは、退職を理由として支給開始になった方b

あるいは65才になったことを理由にして支給を開

始する年金ですので、老齢基礎年金とかそういっ

たものです。そういった年金が月額にして3万円

以上受給されている方については、たとえば、

2,500円とか1,800円とかを年金からあらかじめ天



引きさせていただく仕組みをとらせていただきま

す。これも全国平均値ですが、年金から天引き徴

収される方は、65才以上の方の約70％以上の方で

す。なぜこういうことをしたかといいますと、一

つは、間違いなく保険料の微収ができるというこ

とと、市町村の邪務を軽減しようということも大

きなねらいの一つです。これは本来保険者である

市町村がお年寄り一軒、一軒を、保険料を下さい

ということで回るわけです。そういった事務が大

変ですので、年金からの天引きといった仕組みを

とることによって市町村の事務を軽くしようとい

うようなねらいがあるわけです。

ここで問題となってきておりますのが、低所得

者の間岨です。年金から天引き徴収の対象となら

ない方です。これは全国では30％の方が対象とな

るわけです。この方たちは、無年金の方であると

か、あるいは年金をもらっても月3万円に満たな

い方ということとなってきますので、そういった

方からも0.75とか0.5といったようなかなり減額

された保険料になると思いますが保険料を徴収す

るのは、市町村の仕砺です。市役所の税務課の職

員であるとか、国民健康保険の担当の方が、そう

いった方から保険料を徴収するわけです。この仕

耶は所側階噛の低い方々から保険料を散収すると

いうことで、なかなかつらい仕班になってくるの

ではないでしょうか。市町村はそいうったところ

をもう少し何とかうまくならないかと、国に意見

を申し上げているのですが、今の状況では、こう

いった形で金額が決まってきて、払っていただく

ということになっております。

ここでもう一つご説明をさせていただきますと、

たとえば2,500円と決めて、こういった0.5から1．5

まで分かれますが、この2,500円という基準額を

決めるというのは、市町村が独自にそれぞれで決

めて下さいということです。たとえば、津市であ

れば、これを2,600円にするか2,800円にするか、

四日市市であればこれを2,700円にするか2,800円

にするか、あるいは、どこそこ村といったところ

では、2,000円にしようとか。この額を決めるの

は、市町村がそれぞれ条例において決めて下さい

ということになっております。この基準額を決め

るのは、まさに市町村が実施しております介護保

険耶業叶画といったものの策定の中で決めていく

わけです。これはたとえば津市なら津市の中でサー

ビス韮盤が多ければこの基準額は高くなります。

たとえば、特別養謹老人ホームにたくさん市民の

方が入られているとか、老人保健施設とかといっ

たものに入所されている方が多いとか。あるいは、

津市の在宅サービス、ホームヘルパーとか、デイ

サービスとか、訪問肴謹とか、リハビリとかいっ

たものがかなり手厚く提供されてきますとこの額

はどんどん高くなってきます。3.000円とか3.500

円とか、4，000円といった金額になってきます。

逆に自分の住んでいる市町村にそういったサービ

スがない。たとえば、入所者も少ないし、ヘルパー

も少ない、デイサービスセンターもないといった

ところでは、こういった2,500円という金額はか

なり少なくなってくるということが見込まれます。

保険料が低い、安いけれども、そのかわりまとも

なサービスが受けられないといったことになりま

す。保険料は高いけれども充分なサービスが受け

られるというようになるわけです。こういった状

況で保険料を決める。自分ところに見合った額を

決めていただくことになります。この65才以上の

保険料は、3年間は、藤本的には据え撒かれます。

たとえばこれを2,500円と決めますと、3年11Mは

2,500円です。たとえば平成12年度から13年、14

年と3年間は、2,500円です。ただし次の3カ年は、

たとえば、これが2,800円とか。また次の3カ年は、

3.000円というようにこの甑は3年単位におそらく

上がっていくと思います。これが65才以上の方の

保険料です。

それに対して、40才から64才までの方は、第2

号保険料ですが、これはだいぶ違います。これは

40才以上になりますと、たとえばサラリーマンの

方ですと給料から天引きされます。今入っていた

だいている医繊保険の名目で給料から天引きされ

ていきます。給料の何パーセントといったように、

たとえば4.2％とか5％とといった額が医娠保険

として給料から天引きされておりますが、これが

介謹保険が始まりますと、いままで4.2％だった

ものが5％に螺えるとか、5％であったものが5.8

％になるとかそういった形で噌えます。これは給

料の高い人については、多く負担していただきま

すし、給料の低い人については、低い負担になる。

所得に応じた額になるというのがこれが第2号保

険料です。第2号保険料の場合は、本人負担は半

分でいいということになっております。例えば、

仮に私が新たに介護保険料を負担することになり、

金額に換算すると4,000円だったとします。私の

場合自分で負担するのが半分の2.000円です。残

りの2，000円は事業主が負担してくれます。会社

員であれば、会社が半分は負担してくれるという

ことになります。農林水産業とか自営業の方が加

入されている保険料で、国民健甑保険といったも

のがございますが、国民健康保険の明合ですと、

－5－



例えば、2,500円といった場合、本人は1.250円で

いいと、残りの1.250円は、国が負担してくれま

す。

40才から64才までの第2号保険者の場合は、本

人負担は、どの医療保険であれ、半分でいいとい

うことになります。残り半分は、事業主である会

社や、国が負担してくれるということになります。

それに対しまして、65才以上の方は、減甜とかご

ざいますが、誰も負担をしてくれません。国も会

社も負担してくれませんから、まるまる本人が払っ

ていただくということになります。これは国会の

議識の中で、介護保険の保険料の設定というのは、

65才以上の方にとっては、厳しすぎるのではない

かという議論がありました。40才から64才までの

方については、本人負担は、半分でいいのに、65

才になったとたんまるまる自分で払わなくてはな

らない。第1号被保険者に対して厳しすぎるので

はないかという護芸が国会の中でもございました。

これに対して厚生省の答えは、これはあくまでも

保険です。保険というのは、覗故率－ここでいう

耶故率というのは、寝たきりとか、痴呆になると

いう度合いが多いか少ないかということですが、

邪故率の低い40才から64才につきましては、保険

料は安くて当然でしょう。65才以上になりますと、

狸たきりとか痴呆になる確率がかなり高くなる、

耶故率が高くなります。ですから若干高い保険料

を負担して頂くのは当然でしょう、といった説明

のあったところです。いずれにしましても、保険

料につきましては、65才以上の方の負担が厳しす

ぎるのではないかという議論があったところでご

ざいます。

サービスを利用するときは、市町村に要介護認

定の申講をします。この要介護認定というのは、

介護保険の仕組みの中で一番の無イントでありま

す。医療保険と同じ様な保険証をもらいますが、

保険証を持っていってもすぐにはサービスが受け

られません。いわゆるサービスを受けたい状況に

なった場合には、住んでいる市町村に要介謹認定

の申諭を出していただきます。その申諦が出て参

りますと市町村は大変な事務をしていただくこと

になります。まず専門家の方、保健婦とか滑謹柵

とかの方が、申請を出してこられたお年寄りの家

を訪問し、かなり詳しく調査をさせていただきま

す。いわゆる訪問調査といったものです。訪問凋

査というのは、肴護婦・保健婦のような専門的な

職員が行って行うわけで、その結果についてはコ

ンピュータに入れることになります。現在津市に

おきましてもそのモデル事業を行っておりますが、
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今年のモデル事業の調査項目は、85項目あります。

85項目についてまずコンピュータに入れます。コ

ンピュータに入れますと自動的に結果を打ち出し

てきます。それに対して、市町村では、申研が出

てきたお年寄り全員に対してかかりつけ医の愈見

番というものを頂くことになります。かかりつけ

医がいない方については、かかりつけ医を決めて

いただいて診察をしていただいた結果に韮づいて、

意見宙を書いていただくということになります。

愈見欝をとっていただくということは、市町村に

おける大きな事務になります。なかなか大変な邪

務ですが、こういった意見香を必ずとっていただ

く。かかりつけ医の意見書を頂くと、コンピュー

タの打ち出した結果が正しいか、妥当かというこ

とを判定していただきます。これが介護認定稀査

会というものですが、これは、Iチーム5名の専

門家で柳成されています。その方々にコンピュー

タの打ち出し結果が妥当なものかどうか判定をし

てもらうことになります。コンピュータ通りであ

ればその通り認定しますし、コンピュータの判定

がおかしければ、それを審査会の方で変えること

になります。そういったことを介護認定審査会で

して頂くということになります。

認定を受けますと、それで初めてサービスが受

けられます。介護保険では、どんなサービスが受

けられるかと申しますと、在宅サービスと施設サー

ビスが受けられます。在宅サービスとしましては、

まず訪問介謹、ホームヘルパー、それから訪問入

浴、訪問看護、あるいはリハビリテーションといっ

たようなもの。以下ずっと続いているような項目

がございます。施設サービスとしましては、特別

猛痩老人ホーム、老人保健施設、あるいは縦養型

病床群といわれるこの3つが施設サービスになり

ます。認定を受けた方は、基本的には、在宅か施

設かを選んでいただくことになります。介謹保険

では、在宅サービスを本来的に皿視するというこ

とになっております。寝たきりになった場合でも

できる限り住み慣れた自宅で引き続き介護が受け

れるようにしましょうというのが介護保険の大き

なねらいであります。次に、自己負担は1荊です。

今までの福祉制度におきましては、利用者負担と

いうのは、所得に応じて負担して下さいというふ

うになっており、多くの場合は、無料とか安い料

金でサービスが受けれております。しかし介捜保

険の場合は、一律に1割という負担が導入されま

した。これは、今までの日本の福祉制度を根本的

に変える仕組みです。今までの日本の糊祉制度と

いうのは、措髄費でありますとか、補助金といつ



た形で、どちらかというと本人負担はなるべく頂

かないという形の禍祉行政でしたけれども、介謹

保険の場合は、一律1割負担ということで、今ま

での描祉政策を根本から変える政策となっており

ます。今の医療保険と同じです。医擦保険の場合

も定率負担ということで、本人2割とか家族3割と

いうことになっております。ここで問皿になって

きますのが、所得の低い方への配鹿。月々30万円

相当のサービスを受けた場合は、月々本人の負担

が1割といいますと3万円の負担がいります。例え

ば、ご夫婦二人がそろってサービスを受けるとい

うことになりますと、お二人とも30万円のサービ

スを受けるということになりますと、その1割負

担ですから6万円ということになってきますので、

なかなか大変な額になる方も出てきます。所得の

低い方に対する月々の負担の限度額を低く押さえ

ることが大邪になりますが､具体的なことは固まっ

てはおりません。例えば、今の医療制度ですと、

高額医療費といった仕組みがあり、月63,600円以

上の個人負担が生じる場合には、63,600円で頭打

ちということになり、それ以上を超えた分につい

ては、医療保険からみてくれるということになっ

ております。介護保険でも63,600円にあたる部分

が2万円になるのか3万円になるのかまだ決まって

おりませんが、低い限度額を設ける必要があるの

ではないかと思います。

時間がまいりましたので、最初の説明はこれで

終わらせていただきますが、いずれにしましても

介護保険は平成12年4月1日から始まります。この

介護保険制度は、日本の従来の福祉制度、現時点

で行われている福祉制度を根本から180度方向転

換をするような仕組みでございます。まさに措磁

費あるいは補助金に変え、保険料に財源を求める

ことから、従来の日本の福祉制度を根本から変え

てしまう非常に大きなインパクトのある制度であ

ります。私どもとしましては、実際は、市町村で

していただくわけですが、それに価えまして様々

な準備を急いでいるところでございます。ちょう

ど時間となりましたので、大変恐縮ですがこの辺

で終わらせていただきます。ありがとうございま

した。

第2部シンポジウム

（林智樹地研研究員）

今から介謹保険と高齢社会ということで、シン

ポジウムを行いますが、高齢社会の背景について

は、先ほど堀川さんからご説明がありました。も

う一つ私が若干補足で経過を説明させていただき

ますと、介護保健という蔚葉が出てきたのはつい

最近というところなんです。1963年に老人柵祉法

という法祁が出来ました。それ以前は、老人の世

話は家族で、家庭でするというのがあたりまえで、

それができない人は、「救貧｣、貧しい人たちを救

うという意味で、援助が行われてきました。1960

年代、この時期救貧だけではすまないということ

で老人柵祉法というのができあがってきました。

1970年代に入りますと柵祉元年という年を迎えて

いきます。老人だけではなく、児茄や障密者への

禍祉について、国として貨任を持って考えていこ

うと。1970年代中頃には、有吉佐和子の「悦惚の

人」という痴呆老人の問題がクローズアップされ

ました。1980年代に入りますと、実際に痴呆や軽

たきりを持った老人の方が増えてきておりますし、

家族の介護もご説明がありましたように家庭槻能

の低下ということで、難しい。何とかしてほしい

という声が出てきました。1989年に国においては、

老人保健福祉計画によって10年間で、老人禍祉の

基盤整備を進め、サービスを具体的に提供してい

こうゴールドプラン、後に新ゴールドプランが提

案されました。その経過の中で、班盤鞭肺等々が

進んできたのですが、1994年に厚生省は21世紀

福祉ビジョンというものを示しました。その中で、

贈え続けている介謹ニーズにつきまして、国民推

もが、身近に必要な介護サービスをスムーズに手

に入れられるように柵築していこう、柵築してい

かなければならないだろうという、国としての考

え方が示されたわけです。これを受けて国の方も

あるいはマスコミも「介護」をどうしたらいいか

ということを国民に問うわけですね。そこで出さ

れてきたのが、公的な介護システムの必要性とい

うことです。

1995年いくつかの世鎗調査があります。絶理府

の淵査では、80％の国民が公的な介謹制度につい

て必要だと答えているわけです。マスコミの調在

でも公的な介謹制度というのは、必要だというの

が、7割から9割。NHKの捌査では9割と出てい

ます。介謹というのは必要である、それも公的に

してほしいということが示されました。同は、こ

れを受けて翌年の1996年、公的介迩保険法という

法案を出したわけです。介謹保険については、個

民の支持はあるのですが、十分識強されていない、

国民に示されていないという状況の中で、法案が

出された。本当は97年から実施をしようというの

が国の意向でありました。しかし財源の間迦であ

るとか、基盤霊価の問題、市町村会からの反対も

ありまして、それができなくなりました。その後
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強議をしまして、97年に改めて法案が提出されて、

12月に法案が通って2000年に実施ということにな

りました。これが背景であります。それにしても

私たち国民にとっては、非常にわかりにくいとい

うか中身が伝わってこないという制度であるわけ

です。ドイツは、すでに2年前から介護保険を実

施しております。ドイツの場合は、実施までに20

年間、国民をあげて議誇をし、国民の合意のもと

で、導入されたという経過があります。それに比

べると日本での識論は、3年くらいしかない。国

民も介謹保険という名前は聞くけれども、中身に

ついては、よく解らないというのが今の状況であ

ります。そういう状況も踏まえましてこれからそ

れぞれの機関で、準備をされている方のお話をお

川きしたいと思います。実際に今単筋段階に入っ

ておりますので、そういう状況と課題についてお

話をいただくということになります。はじめに、

津市の緬祉保健部介護保険準備室長の吉川さんの

方からご発言をいただきたいと思います。よろし

くお願いします。

（吉川浄氏による報告）

吉川でございます。私ども介護保険準伽室はこ

の4月から6人体制でその準備のために設世されま

した。

本年度は、三つの事業に取り組んでおります。

だいたいの流れにつきましては、先程の堀川室

長さんからの説明がありましたので省略させてい

ただきますが、まず一つ目ですが介謹認定の体制

づくりといたしましてのモデル事業です。申調、

認定までを平成8年度より全国で試験的に実施し

ておりますが、津市は今回が初めてでございます。

概ね100名の方で、在宅で何らかのサービスを

受けてみえる方50名、施設等に入ってみえる方50

名を対象といたしまして、申請から介謹識這まで、

うち約1割の方のケアプランの作成までを行いま

す。ケアプランは月曜日には訪問介謹、火珊日に

は訪問入浴というような1週間のサービス計画炎

です。

次に、認定審査会の委員ですが、保健・医臓・

柵祉の専門家で柵成し、本番では5名で1合議体と

なりますが、今回はモデル事業ということで7名

の委員で審査をしていただいております。

家庭訪問をしていただく調査員は在宅介謹支援

センターとか施設の職員9名にお願いをいたしま

した。

かかりつけ医の意見書ですが、これは市町村が

取寄せることになっておりますので郵送したり、
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面接医砿機関にお願いをして書いていただいてお

りますが、2，3週間かかるのが現状です。

それから、二つ目の醜業といたしましては、介

護保険事業計画の策定と高齢者保健福祉計画の見

直しです。この二つの計画を併行して行っていか

なければならないということで、これらの計画の

ため、本年8月から9月にかけまして高齢者の実

態調査を実施し、ほぼ9割以上終了しています。

調査は3種顕の調査票で65歳以上の方を対象に

行いました。

一つ目は高齢者一般調査で、これは現在何のサー

ビスも受けず在宅で生活してみえる方を4,000名

無作漁に抽出し郵送による方法で行い、二つ目の

調査は在宅で何らかのサービスを受けてみえる方

等約2,000名を対象に施設や在宅介護支扱センター

の職員が直接面接による方法で実施しました。三

つ目の調査は施設に入所している方、津市には現

在特別養護老人ホームが6カ所ありますが、その

ほか、市外の施設に入所中の方、いわゆる老人摘

院や老人保健施設に入院してみえる方等で約1，000

名を対象に面接による調査を実施しました。

また、高齢者一般調査の中で何らかのサービス

が必要と思われる方約1割を含めまして、合針で

約6.700名の調査をほぼ終了したところで、現在

稲算築叶をしております。

ちなみに、高齢者一般澗査は回収率72％、2,800

名の回答をいただきました。

こういった調査結果を年齢階噛別、状態階臓別

のクロス集計をしまして厚生省から示される極地

となる数字を掛け合わせて津市で介護が必要な人

数、総サービス鼠などを計算します。

来年の3月頃に政・省令が出ますので、例えば

ホームヘルパー1時間の単価などが決定されます

ので、それらを全部まとめて津市の平成12年艇に

おける絶介護費用、保険料等を算出します。

こういったことを介護保険事業計画等に盛り込

むことが義務付けられております。

計画は来年の秋には大体の骨子ができるのでは

ないかと思っております。

これが二つ目の事業でございます。

三つ目はシステム開発でございます。

介捜保険につきましては、住民離本台帳や凹民

他服保険等の諸々の悩報を必要としますので、そ

のシステムを開発する必要があります。津市にお

きましては、全庁的な汎用コンピュータを設圃し

ておりますので、それに合わせたシステムを考え

ており、将来的には支所でも出張所等でも申諦が

できるようなシステムが必要で独自開発を目指し



ているところでございます。

ほとんどの政・竹令が出されてくるのが来年3

月あたりですので、細かい投訓･を委托するわけに

はいきませんので、今年度は荘本システムまでと

考えております。

基本システムは、資格管理業務、保険料納付箭

理業務、受給者管理業務、給付実戦管理薬務です。

来年10月から申舗の受付・露定が始まりますの

で、来年の9月頃までにシステムから体制づくり

などの準価を行っていきたいと考えております。

以上が本年度津市が取り組んでおります邪業で

ございます。

（林智樹研究員）

ありがとうございました。吉川さんには市とし

て、市町村の代表として今日は来ていただいたわ

けですが、3点報告していただきました。叩伽と

しまして、一つは介謹保険のモデル耶業。これは

全市町村でしているわけではないのですが、介亜

翌定基峨をどの辺に定めるかというところが関心

の的であるわけです。いくつかモデル邪藁、昨年

も取り組まれましたし今年も取り組んでその中で

介護が必要な程度について翌定基迦をこれから固

の方としてもまとめていくというそのMII業。二つ

目には、介護保険が行われるということで、介謹

保険の馴業計画と今現在作られている老人保健柵

祉計画、これを見直していくという作業も進んで

おります。三つ目は、迅速な対応ができるように

コンピュータを使ったシステムを作っておられる。

以上のお話をいただきました。やはり醜術が大変

ということと先ほどいわれましたように、政令・

省令が300くらいの数にのぼる。これが来年の3

月くらいにならないと揃わないという発簡があり

ました。介護保険自体が全205条付則4条という

非常に細かい法律であります。細かい法il1に加え

て更に政令・術令でいろいろな紙朔であるとか規

定とか指示というものが出される。そのためによ

けいにわかりにくいという部分があります。叩側

する市町村としては、なかなか郡iiiがしにくいと

いう事柵もあるというお譜をいたただきました。

続きまして介謹保険を実施していく、爽施主体

ということでは市町村でありますが、典際にサー

ビスを提供していくのは地方自治体および社会柵

祉法人という法人格を持つ民剛団体が社会柵祉の

事業を行うというように、社会柵祉耶業法には郡

かれております。次にお話をしていただくのは、

社会福祉法人四日市市社会桐祉鰹議会の総獅課及

の小川さんであります。公的に里められている社

会棉祉法人というところで、実際に老人に関わる

補祉サービスを四日市社会柵祉協議会というとこ

ろはやっておられます。介謹保険の導入に関わっ

て、民間といいますけれども、四日市市から委託

を受けてやっている公的な性格を持つ団体が介護

保険の実施に関わってどのように準伽をされ、ど

のようなご苦労があるのかというところをお話し

していただきたいと思います。小川さんよろしく

お甑いいたします。

（小川順罰氏による報告）
小川でございます。先ほど先生からご紹介をい

ただきましたように私の所属を正式に申しますと

社会柵祉法人四日市市社会禍祉協議会という名称

になります。社会編祉法人といいますのは、社会

柵祉邪業を専門的に取り扱って、事業を行ってい

くというものでございます。特別養護老人ホーム

を開設しておられる法人、あるいはデイサービス

センターを開設しておられる法人、社会福祉法人

がたくさんございますが、私ども四日市市社会福

祉協識会は、ホームヘルプサービス事業をしてお

ります。これは、昭和38年から四日市市あるいは、

全国的に開始をされたものでそれを引き継いで私

どもがしております。社会編祉協議会そのものは、

棟々なり雛を先駆的に取り組んでいくといいます

か、民間の社会桶祉法人ができてこない時代に先

駆的に取り組んできたということが性格上ござい

まして、現在では高齢者糊祉の部門では、ホーム

ヘルプサーピスをしているということです。ちな

みに参封に申し上げますと私どもは他に障害者が

通っていただく施設ということで、知的障害者の

方の授擁施設、それから実生施設、身体障害者の

方の授産施設を市が開設したものにつきまして受

託迎雷をしています。

ホームヘルプサービス覗業でございますが、現

在私どもヘルパーは、常勤の者、パートの者を含

めて人数で申し上げますと84名でございます。こ

のサービスをご利則いただいておりますお年寄り

は‘111名でございます、411世帯と申し上げましょ

うか。先ほど林先生の方から冒頭にございました

が、平成5年度に全国的に老人保健柵祉計画を作

るということになりました。これは、その前に発

表されました、ゴールドプランを実現する道とい

うことになりまして、老人保腿隔祉計画で四日市

市は、210名という数値を掲げたわけであります。

災は、ホームヘルパーは今何人いるんだ、数が少

ないではないか、いつになったら210人になるん

だということを随分ご指摘をいただいてまいりま
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した。だが平成7年度の試行を終えまして平成8年

度から私どもは、朝の7時30分から夜の19時30分

までサービスを提供していこう。中身は1日複数

回、30分でも1時間でも行きましょう。朝の朝食

の単備をして食べていただき、お昼の準備、夜の

単儲をして1日3回でも行きましょうというような

ことを始めとして平成9年度には、朝の7時から夜

の9時まで土珊日、日剛日照しの365日体制。お正

月もお盆も何もかも全部しましょうということで

やってまいりました。このことを考えたのは実は

数の問題ではなくて、数を上げていくのはサービ

ス提供の中身を変えていく、市民の皆さんのニー

ズに合致したものにかえていくのが老人保健福祉

計画を実現する唯一の方法であるという考え方に

基づくものであります。その結果、ご利用いただ

く世帯は4年間で2.2倍になりました。

介謹保険制度の慨要につきましては、堀川さん

からお話がございましたので、そんなに触れませ

んが、これによって何が変わるのか、今日は勉強

していただくいい槻会ですので、私どもの側から

見て何が変わるのかということを少しお話しした

いと思います。まず1点は、お客さんの流れが変

わります。先ほどの林先生のお話にも少しありま

したが、今の手続勘、法律上の建前でいきますと

私の家でヘルパーが欲しいということになります

と、ここは、津市でありますので、津を例にしま

すと、津市役所の梱祉躯務所へ行って申し込むと

いうことが原則であります。そのサービスを提供

する資任といいますかサービス実施体は、津市役

所でございます。これは、たまたま津市役所が津

市社会福祉協識会なり高田光寿園さんなりに委託

をされるということはあるかもしれませんが、責

任としては津市役所ということになります。介謹

保険制度によりますと、申請をする、そして調査

を行いまして翌定審査会までは行政側の買任であ

ります。そのことを委託される場合もありますが

とにかく手続きとしてはそうであります。それか

らどこかのケアプランナーを選んで私の介護料が

いくらだからということでケアプランを作ってい

ただきます。その次にそのケアプランに基づいて

その中にヘルパーというコマが2コマありますと

どこのヘルパーさんを使うかということは市民の

皆さんの判断です。ですから今度は社会掘祉惚護

会の立場に戻ってみますとお客さんの流れは、今

までは市役所がお客さんを迎れてくるという状態

から、市民の皆さんが社会禍祉惣讃会のヘルパー

を使うか、こちらの法人さんのヘルパーを使うか

ということは、ご自由でございまして、ここにサー

ビスの競争が始まるといわれております｡本来は

地方自治体が、ホームヘルプサービス躯業を提供

するわけですが、それをどこかに委託をする。四

日市市はまさに四日市市社会福祉膿議会に委託を

されておりますので、私どもの経費は委託料とい

う形で入ってまいります。これが今度は、利用さ

れた実績に基づいて入ってくるわけでありまして、

事業実績方式といってすでに準備は始められてお

ります。

事業実績方式によると、かなり稼働率を上げて

仕事をしていく必要がございます｡ということは、

1時間と決められたらきちんと1時間仕耶をして次

の家に行ってということになってまいります。何

が変わっていくかといいますと、ヘルパーが1日

に5件も6件もということになってきますと、ゆっ

くりお話をしている暇がございません。利用者の

方は「あなたを待っていたの。そうじはいいから

少しお話して下さい」そう言われてもそんなこと

をしている暇がないんですね｡ですからかなり稼

働率を上げて事業実績を上げていかないと経営的

に保たなくなってくるということがまず1点変わっ

てきます。すでに申し上げましたが2点目は委舵

料から介護報酬という実績に変わるということで

す。これは実は、皆さん方風邪を引かれて病院に

行って診察を受けられて診療代、治療代を払いま

すね。そのときに病院側は診療報酬ということで

経費を得られるということです。ホームヘルプサー

ビス事業と比べてみますと決定的に違うのは、医

療機関の場合は、病院の待合室に10人、20人のお

客さんを待たせておいて診療ができるということ

です。私どものホームヘルプサービス耶業は、A

というヘルパーが1日に5軒の家を持って回って

も、その利用者の方は、特別養護老人ホームへ行

かれたり病気になって病院に行かれたり、お亡く

なりになったりということでしょっちゅう動かれ

ます。しょっちゅう動かれるという状態は、次か

ら次へ、はい次はこの方の所に行ってホームヘル

プサービスを行ってというふうにうまく回転する

ものではありません。介謹の場合は待てる場合待

てない場合いろいろな状況を含めてそんなにうま

く次から次へとお客さんが見つかる状況のもので

はないというふうに思っております。このことで

も委託報酬から介護報酬に変わっていく上での苦

しみというかむずかしさがあります｡

このような状況から、現在、何通りかの介襲報

酬のシュミレーションをして経費の計算を行って

います。何通りかの職員の配世の状況、これは端

的に言いますと常勤的な職員とパートヘルパーの
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組み合わせて、どういうものができあがってくる

かということを絶えずシュミレーションしている

というのが現状であります。以上です。

（林智樹研究員）

ありがとうございました。在宅福祉サービスで

あるとか施設サービス等々、今実際に行われてい

るわけでありますが、これが介護保険が導入され

ますと介護報酬という、いわば時間単価でお金が

入ってくるといった仕蛎に対して、収入が得られ

るという形になるわけですね。四日市市の社会福

祉協議会さんでは、むしろ数を上げるのではなく

て、内容。お年寄りやその家族が満足できるよう

な中身の漉いサービスを提供しようと今まで努力

されてきたわけでありますが、これが介護報酬と

いう時間単価で叶算をするという方法に変わりま

すと、やっぱり質よりも耐、数をこなさないとやっ

ていけないという間瑚があります。ただこれも今

まだ決まっていませんが、介護報酬がどれだけの

水迦で設定されるかということですね。例えば、

1時間のホームヘルプサービスに対して5,000円

を手当するというふうに決まれば、まだいいかな

と。それが2,000円とか3,000円とかという設定に

なってきますと逆に本当に数をこなしていかなく

ては、収支が合わない。高い人件費を払ってはい

られないという状況が出てくるわけであります。

そういう課題もあるということを皆さんご理解を

していただきたいと思います。

それでは、統きまして三重県の国民健康保険団

体連合会の躯務局長をされておられます杉浦さん

にお話をいただきたいと思います。今現在は医療

保険の支払いであるとか、審査の仕事を担当して

おられます。これに介謹保険の支払いであるとか

滞在という耶務的な手続きが新たに加わるという

状況を迎えて、今どのような準備であるとか課題

があるのかというのをお話しいただきたいと思い

ます。杉洲さんよろしくお噸いいたします。

（杉浦幸生氏による報告）
杉浦でございます。よろしくお願い申しあげま

す。今、林先生から私どもの珊務所の名前をいわ

れました。実に14文字ありまして皆さんは、お剛

きになったことも初めてという方も多いと思いま

す。通称国保連合会というふうに我々は言ってお

りますが、先生からもお話がありましたように私

どもの主な仕耶といいますのは、医癒保険におき

ます国民健康保険の加入者、県下で63万人ほどみ

えるわけですが、その方たちが医縦にかかられた

請求番の審街と支払いをしております。だいたい

毎月謝求普が60万枚で、支払額は150値円近くに

なっております。150他円私どもは侮月支払いを

しておりますが、見たことはありません。どのく

らいになるのかさっぱりわかりませんが､とにか

くそれだけの医療費というのが本来国民健康保険

に加入されている方は使われている。そういう実

体というのをご理解いただきたいのと、私どもは

それ以外にいろいろと市町村の仕珊をしておりま

す。

私は今日、医嫌保険制度と介捜保険制度を対比

しながらそこを切り口として介硬保険の問題点を

ご理解いただきたいと思っておりますので、よろ

しくお願い申しあげます。日本は国民皆保険、皆

が保険に入る、強制的に医撫保険制度に加入をす

るということになっております。昭和36年にこの

制度が出来たわけですが、今ではいつでも24時間、

どこでも沖棚県であろうが、北海通であろうが等

しく、どの県にいっても同じ蝋価で蘭の商い医療

が受けられる。これが被保険者証ですけれども、

一枚持っていればそういった医凍提供が均一の単

価で受けられるという制度になっております。こ

れが日本の医療水期を支えた鰻も大きな要因では

なかろうかと思います。こういった医磯imでのサ

ポートがあってこそ、柵祉社会になり得たといわ

れているわけです。しかしながら昭和36年に制度

ができてから30年以上たちますが、実は医療保険

制度が非常に嫌変わりをしてきております。とい

いますのは、皆さんご承知のように生活習慨病、

いわゆる成人病が非術に期えてまいりまして、医

擦で症状は押さえられても治癒しない、そういっ

た疾病が非常に多くなってきている。そのために

医療保険制度が果たすべき役割というのがやはり

変わってきている部分があると思っています。そ

れはすなわち商齢化社会というものに関わってく

るわけですが、そういった部分というのが一つ間

遡点としてあるということをご理解いただきたい

と思います。それと先ほど堀川さんがいわれまし

た少子商齢社会という部分でも実は非常に大きな

問題点は、若い人たちのグループと高齢者といわ

れる老人とのグループとの咲恢費の単価が5倍以

上の差がある。塔い人の医微曲は年間14万、15万

円だと思いますが、お年寄りはこれが60万、70万

円といったように、蝋価が非爺に商い。そうしま

すと少子・高齢社会になってきますとそういった

医療費を負担する側が少なくなってきますから、

医擬保険制度が支えきれなくなってくる。従って

そういった進味では、医擬保険制度も介護保険制
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度と並んで改革というものを今求められていると

いうことはご理解いただきたいと思います。

3番目の問題点と致しましては、医療保険は介

護的な要素の部分に多く寄与をしているわけです。

特に一番大きなものは老人保伽施設という、いわ

ば病院と在宅との間を経由する老人保健施設とい

うのがあります。ここは月々約27万円、年間で約

330万円の費用が必要で、保険で給付しておりま

す。それからもう一つは、大きな病院なり中小病

院で、今病院というのは、短期の患者さんを入れ

た場合は報酬が上がる。長期に入院させると報酬

が下がるというようなシステムになってまして、

病院の追い出しということもいわれておりますが、

そういった長期の縦養を専門とするベットを通い

ている病院がたくさんあります。疲養型病床群と

いいます。少ない人件費である程度採算があると

いうことでベットを療養型に変えているところも

多くあるわけですが、そこでは約毎月39万円、年

間470万くらいの医療賀がかかるわけです。これ

を全部保険で給付をしているわけですが、そういっ

た部分は本来介護的な要素が非常に強い。従いま

してそういったものを今医療給付で負担している

がために非常に医療保険の財政が厳しくなってき

ている。それを今回介護保険に移すとなりますと

今の医療保険の入院医療費の約2割近くが介謹保

険に移っていくのではないかといわれています。

そういった意味で介護と医療とというものの線引

きが非常に暖昧になっている。これが介護保険が

できれば少し明確化されるのではないかというよ

うなところです。

今度は、対比をしながら問題点をあげさせてい

ただきたいと思います。一つは、負担と給付のバ

ランスという面でご理解をいただきたいと思いま

す。実は、国民健康保険の喝合今回の介護保険と

同じように市町村が経営をしております。そこで

三重県69市町村があるわけですが、保険料の格差

を調べてみますと高い市町村と低い市町村とでは

約2倍保険料に格差があります。医療留でもやは

り同じように1.9倍の格差があります。同じ三重

県というエリアに住みながら市町村でこういった

格差が生じています。なぜ格差が生じるかという

ことは、医療機関数が多いかどうか、ベッド数が

多いかどうか、またその市町村が健康作りにどれ

だけ力を入れているかどうか、そういったことに

よって市町村間でこういった笠が出てきていると

いう実体があるわけです。介護保険でも実は、保

険あって介護無しというようなことを言われてみ

えるみたいですが、市町村によってエリアIこよっ

て施設や在宅サービスの枯差がやはりあるだろう

と思っておりますし、郁市部と市町村部でもこう

いった格差は顕著になるだろうと思っております。

今三亜県では広域化というのを非常に進めてみえ

るようですが、唆域化というのは住民の理解が得

られるかどうかというところで非常に難しい部分

があるのではないかと思います。国保はそれだけ

の格差があっても広域化は一つも進んではいませ

ん。69市町村が69通りの迎溌をしている。そこら

へんの介護保険との乗離といいますか、部分があ

ることを押さえておきたいと思います。

二つ目は、将来的な負担の問題であります。医

療費をみますと老人の医蝦慨は毎年2桁伸びてお

ります。10％台の伸びで医碩費が伸びているわけ

ですが、伸びている一稀大きな要因は、老人の数

の増加です。老人医額費が増えることによって医

療費が2桁台毎年伸びております。それを裏返し

ますと介護保険も対象者数とか受給者数が増えれ

ば当然今のお話では、3年間は保険料は据え撞き

ですが、3年後には果たしてどれだけのものにな

るのかということが眺めないわけです。先進国ド

イツでも実施の翌年には保険料を上げざるを得な

かったというようなことも聞いております。もし

そういった財源がないなら介謹翌定にまで及ぼし・

てくるようですと、大きな問題ではなかろうかと

思っております。そのへんは、これからは健康な

老人づくり、こういった部分で相当力を入れてい

く必要があるのではないかと考えているところで

あります。

3番目にもう一つ押さえさせていただきたいの

は、保険料の未納者対踊です。実は、被用者保険、

要するにサラリーマン、会社員とか公務員とか学

校の先生などは、源泉徴収で保険料を取られます

から否応なしに給料をもらったときには保険料を

引かれているということになるわけです。国民健

康保険は自主納税でございます。市役所から納付

智が送られてきてそれに蕊づいて市役所に払いに

行く。自動引き落としもありますが、自主納税で

すから国民健康保険の鯛合は、未納者対策に市町

村が四苦八苦をしております。県下の平均で今94

％位でございまして、6％の人は払わないのか払

えないのか非術に線引きが難しいところですが、

未納者がいるということになるわけです。今度の

介護保険ですと今お話がありましたように1号被

保険者の年金の低い方たちは、普通徴収というこ

とで市町村が徴収をしなくてはなりませんし、2

号被保険者の国民健康保険に入ってみえる方につ

いては、今の国民健服保険料に上乗せして取ると
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いうことになっております。未納打が多く出てき

たときにはたして介謹保険も倒れるし掴保も倒れ

るということになりはしないかという、オーバー

に言えばこういった未納者対藁というのが非蹴に

大きな問題になるのではと思っております。

以上私の時間が参りましたので介鯉保険への期

待を込めて、介護保険が創設されることになりま

して、国民健康保険の各市町村の巡常が少しでも

余裕ができますことを期待いたしまして私の話を

終わらせていただきます。ご岬聴ありがとうござ

いました。

（林智樹研究員）

ありがとうございました。先ほども介護保険の

概要ということで堀川さんからお活をいただきま

したが、今回は、いろいろな課題を持ちながら三

亜県としては、どのような対応をしていくか。郁

道府県の段階では、そういう市町村の支援である

とか、民間企業の参入というのもありますので、

邪業者の支援・認定という役割があります。広域

で上手に運営をしていく所も揃導していくという

役割もありますので、そのあたりのことにつきま

して、堀川さんからお話をいただきたいと思いま

す。

（堀川芳毅氏による報告）

引き続きまして三重県における対応というとこ

ろにつきましてご説明をさせていただきます。

私ども三重県として現在市町村にお願いしまし

て、高齢者保健福祉計画の100％速成ということ

を強くお願いしております。先ほど四日市市の小

川さんから指摘をいただきましたが、とにかくサー

ビス水準を引き上げようということに一生懸命に

なっております。例えば在宅サービスの代表的な

ものといたしましてホームヘルプサービスがあり

ます。ヘルパーさんが、寝たきりのお年寄りの家

を訪問して、身体介護とか家邪支援とかいった体

を浦潔にしてあげるとか、あるいは捌除洗柵をし

てあげるというような様々な行為をしていただく

わけですが、ヘルパーさんが一耐在宅を支える柱

になってくるだろうと思われます。三im1fLとしま

しては、三亜県高齢者保健柵祉計画といったもの

に基づいて、平成11年度末のヘルパーの数字を、

それぞれの市町村の数字を頼み上げたようなとこ

ろですが、1,615人というふうに髄いております。

現在どれくらいの位温まできているかといいます

と、だいたい1,200人を超えたところでございま

す。市町村のいろいろなお話を承りますと平成10

年度中には後300人くらいはいけそうだというこ

とで、来年度を加えますと1615人という数字はま

ずは達成できそうだという状況になってきており

ます。ただこれは、四m市市の小川さんからご指

摘もありましたように内容が間迦でありまして、

単に数を揃えればいいという問題ではありません。

やっていただく中身といいますか、あるいは利用

していただく世帯を期やすということが大事になっ

てきます。とにかく介護保険が始まりますとホー

ムヘルパーに対する需盤というのが急激に増える

だろうというふうに見込まれております。

現在の仕組みですと、住民の方からの申請に基

づいて市町村がそれを決定してサービスを提供し

ているということになっておりますが、現時点で

のサービス利用者というのは必ずしも多い状況で

はないと思われます。例えば自宅で渡たきりとか

虚弱、痴呆といわれる方がみえる家庭でもそれほ

ど公的なヘルパーさんを利川しているわけではな

いという状況です。これは何故かといいますと

「あそこはちゃんとお嫁さんもいるのに」と親戚

からうるさいことをいわれるとか、近所の目、世

間の目とかを気にしてなかなか利用がされないと

いった風潮が三亜県ではまだまだ特に郡部を中心

としてございます。ところが介謹保険が始まりま

すと保険料を必ず払っていただくことになります。

例えば、2，000円か2.500111になるかはわかりませ

んが、そういった護笥打が1世緋に3人みえれば7,

500円を月々負担していただくといった状況になっ

てまいります。そうしますと当然椛利というもの

が生まれてまいりますので、今皆さん方が病院と

か診療所に行くことについて何ら抵抗はないと思

うんです。保険征を持って具合が懇ければ病院と

か診療所へ行く、そういったことに対して恥ずか

しいとかそういう感覚はまずないと思います。介

護保険も保険料を払っていただきますと、ホーム

ヘルパーを頼むことについてそれほど抵抗感がな

くなっていくのではないかと思われます。そうし

ますとせっかく保険料を払っているのだから是非

とも利用しなくてはいけないという愈識になって、

ホームヘルパーに対する浦婆というのが急激に増

えてくるだろうと思われます。新ゴールドプラン

では、全国で17万人のホームヘルパーの確保を目

標としております。この全刷で17万人についても

おそらく達成できるのではないかと思われます。

厚生省の試算では、2010年には57万人のヘルパー

が必要だという計算もされております。まさに17

万人から約4倍近い数字になるわけですが、それ

に対応してそれぞれの市町村がホームヘルパーを
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確保できるかといったことも一つの大きな問題と

なってまいります。

同じく在宅を支える仕組みとしましてデイサー

ビスというのがあります。これはデイサービスセ

ンターといったところに日中お年寄りが行って、

お風呂に入ったり食珊をしたりあるいはリハビリ

的なレクリエーション的なものを受けていただく、

朝9時半とか10時くらいから夕方の4時くらいまで

こういったところで過ごしていただくというもの

です。このデイサービスというのも在宅サービス

の中で非常に大耶なものだということで、三璽県

では平成11年度末までに目穂178カ所というふう

に通いておりますが、これも何とか達成できるの

ではないかという見通しになっております。在宅

を支えるもう一つの大きな中心的なものに訪問看

謹というのがございます。訪問肴護ステーション

というところにいる河護淵さんが医師の指示に基

づいて週に1回とか2回在宅の寝たきりのお年寄り

のところを訪問して医鯉的な肴護をするというこ

とです。この訪問穏謹といったものも非常に需要

が増えてくるというふうに思われております。三

重県では、平成11年度末に35カ所。これは1カ所

平均看護蝿5.5人という数字を皿いておりますが。

現時点ですでに32カ所ございますのでこれについ

ても35カ所という目槻は間違いなく達成できるで

あろうと思います。またショートステイ専用ベッ

ド、これは特別饗猫老人ホームにショートステイ

専用ベッドというものがあります。例えば1週間

とか10日寝たきりのお年寄りを預かっていただく

というもので、目撚を1，000ベッド余り予定して

おりますが、これも間違いなくできるというよう

なことで、高齢者保健梱祉計画の県全体としての

目標連成はだいたいできる見通しとなってきまし

た。

ただこれも介護保険をスタートさせるためには、

股低レベルの水姻でありまして、まだまだ低いと

いうことで、これから市町村では、介護保険事業

計画といった平成12年度をスタートとする計画を

作っていただくことになっております。そのため

の大規模な調査を現在していただいております。

冒頭に津市の吉川さんの方からご紹介があったと

ころでございますが、介謹保険事業計画に基づい

てサービス基盤を飛踊的に高めていくということ

になっております。これはおそらく在宅が中心に

なってくるのではという気がいたしますが、施設

も私どもとしては引き続き画要だと考えておりま

す。例えば特別饗瞳老人ホームについては、三画

県では来年度の目概を4,610人分としていますが

現在は4.300人を超えておりますので、これにつ

いても4.610については達成できるだろうという

ふうに見ております。特養とよく似た老人保健施

設というのがございます。これはリハビリを中心

とした施設になってくるのですが。これにつきま

しても4,500床分ということになっておりますの

で、これも間違いなく達成できるであろうという

ことです。在宅入所ともに当初の高齢者保健禍祉

叶画に基づく数字は何とかいけそうなんですが、

申しましたようにこれはまだまだ低い数字です。

これにかなり上乗せをして行かなくてはいけませ

ん。

介謹保険では、要介護度に応じたサービスが受

けられるということで、例えば要介瞳盟定は、6

段階に分かれて認定がされます。一番軽い方は、

要支擾。要支援といいますのは、予防給付といい

まして、喪たきりとか痴呆になることを予防する

ための予防給付というものを受けられる方です。

予防給付ですと月の上限が6万円くらいのサービ

スが受けられるということになります。これは在

宅の甥合です。次の要介護と認定されますとこれ

は5段階に分かれます。要介護度1ですと月に14,

5万円程度のサービスが受けられます。要介護度2

となりますとこれは中度になりますので、月16,

7万円くらいのサービスになります。あるいは要

介盟度3は亜度ということで月に20万円くらいの

サービスが受けられます。要介護度4ですと般亜

度ということでこれは少し幅があるのですが23万

円から27万円くらいまでのサービスが受けれます。

要介謹度5といいますのは特に過酷なケースとい

うことで最近新たな額が示されまして最高額が36

万円くらいのサービスが受けれますというような

状況が示されております。

そこで問題となってきますが、特に過酷なケー

スで36万円のサービスが受けれますというふうに

潔定された方が、36万円分のサービスが果たして

受けられるかという問題が出てくるわけです。自

分が住んでいる市町村における介謹サービスが貧

職であれば、せっかく36万円という認定を受けて

もその半分のサービスしか受けれないという状況

が出てまいります。それではいけないということ

で、今言いました介護保険事業計画に基づいてそ

ういった基盤整価を大急ぎでして下さい、おおむ

ね5年間くらいの間で市町村は本来介謹保険が求

める水単まで引き上げて下さいということになっ

ております。平成12年のスタート時点では、20万

円とか30万円と認定された方が、20万円、30万円

分のサービスを受けるのは難しいかもしれません。
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ただ介謹保険法上、そういったところはそれはそ

れで槻いませんというふうに許されております。

そういったところにつきましては大急ぎで、だい

たい5年間をめどに本来介護保険が定めるサービ

ス水邸を確保して下さいということになっており

ます。それを確保するための手段が介謹保険那業

叶画というものになっております。とにかく市町

村における一番の課題といいますのは、サービス

雅鮒の確保ということになっております。今まで

は、市町村が貿任を持ってサービス基盤を確保し

なさいということになっておりましたが、介護保

険では、市町村は自分の市町村内における体制を

樋える必要はあるわけですが、サービス提供体制

は、従来通り市町村の社会福#IHZ識会が中心となっ

ていただいても結柵ですし、あるいは特別養護老

人ホームといったところを経営する社会福祉法人

でも結栂です。あるいは、医療法人でも結櫛です。

場合によっては株式会社組織のところで、ホーム

ヘルパーとか訪問入浴というものをしていただい

ても結櫛ですということになってきますので、市

町村の役割というものが今までのサービス提供の

主体からコーディネイト役、サービス提供を調整

する役に変わってくると思います。株式会社であ

れ、社会法人であれ社協であれあるいはボランティ

ア団体、NPO的なところも含めて自分の市町村、

池市なら泳市におけるサービス基盤がきちんと整

うように行政としてしていただく。それについて

は今すぐでは無理でありましょうから大体向こう

5年川くらいかけてしていただくということになっ

ております。時間の関係で基盤整備だけに絞らせ

ていただきましたが、介護保険を実施するにあたっ

て一悉、要なのは、自分の住んでいる市町村にお

いてきちんとしたサービス提供がされることであ

ると思います。そのために私ども県と市町村が一

緒になって、取り組みに一生懸命になっていくと

いうことです。以上でございます。

（林智棚研究員）

堀川さんより、県全体としましては、一応目標

を立てた数字では、連成できる見通しはある。一

方それはあくまでも般低基迦であって更にニーズ

というのは、制度が始まりますとだんだんと商まっ

ていくものであります。それに対する質や量とい

うものを揃えて行かなくてはいけないと、そうい

うお話をいただきました。どうもありがとうござ

いました。今日の識識の中で、「保険あって介護

無し、保険あってサービス無し」というフレーズ

が何回か出てきました。こうならないためにも、

私たち市民、県民の意見が反映できる、反映して

いくという仕組みも一方では必要かと思います。

時IHIの関係で皆様のところでは涌化不良で物足り

ないというところもありますでしょうが、引き続

き介遡保険については、関心を持っていただいて

勉強なりしかるべき所に意見を表明していってい

ただきたいと思います。

も やい直し

年明け早々、四日市と並ぶ公害の原点・水俣を

訪れた。JRの駅から出ると、真正面にチッソの

正11ﾘが憶えている。かって市の、耐ifで4分の1，

税収で5割以上を占めていた企業の面影はないが、

依然水俣にとっての顔なのである。しかし駅の横

には斬新なデザインの交番があり、その隣には巨

大な木造ドームの劉う唾場がある。93年に作られ

た「ふれあい館」である。水俣病が顕在化してく

る過程で、あるいは補償金の支払いが進む中で、

忠者、地域住民、チッソの労働者、未認定患者、

お互いの人間関係は差別的・対立的なものとなっ

てしまった。このいったん壊れた人間関係をもう

一皮結び直すべく、現在「もやい直し」を合言葉

に、ハード・ソフト両面からさまざまな邪業が進

められているのである。一方環境についても、両

坪原紳二

生の試みが始まっている。水銀によって汚染され

たヘドロを淡淡、埋め立て海とは遮断し、埋立地

上では県が現境と健康をテーマに公園整備に取り

組んでいる。

この公間に隣接した小高い丘の上に、水俣市立

水俣摘箇料館がある。93年1月オープンしたばか

りの典新しい施設で、館内には映像展示室、パネ

ル展示室の他、患者が見学者に直接目らの体験を

語る「語り部屋」もある。同じく公害の原点・四

日市にこうした施設が無いことを考えると、水俣

市は公瞥の教訓を残すため意欲的に取り組んでい

ると首うことができよう。

ただ展示内容には若干、疑問を抱いた。病気の

実態（医学的メカニズムも含め)、90年代に入っ

てからの和解に向けた動き、前述の環境再生躯業
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などが中心で、水俣病が激発するに至った歴史的

経緯が分からないのである。チッソによる水質汚

染は戦前すでに始まっており、また水俣病が公式

確認されるのは1956年だが、チッソは1966年まで

廃液の無処理躯流しを続ける。この間水俣市、熊

本県当局は何をしていたのか。加民､企業労IfI｢者、

一般市民はどう解決に取り組んだのか。またな達

90年代まで解決が持ち越されてしまったのか。こ

うしたことが腔示からは挑み取れない‘，単に、

〔受入図

｢経済第一主義が悲惨な公害を招いた」と語られ

ているに過ぎない。したがって、「水俣病の教訓」

という爵莱が随所に見られるが、その具体的中身

が分からないのである。

雁史の総括なくして、本当の意味での「もやい

iii[し」も「斑境再生」もあり得ないと思う。幸い

同質料館には、4，000余点に上る水俣病側辿涜料

が所蔵されている。これを丹念に読み解いていく

作業が、依然、求められているのかもしれない。

水俣病資料館

害一 萱 〕

本研究室で平成10年11月以降に受け入れた間諜は次のとおりです。

平成10年度国定資礎概盤凋杏津市山本健慈・高倉嗣偶・木村純

平成9年決算報告､1$津市地域 肱民とともに

平成9年度津市歳入歳出決算謀津市大前哲彦・千葉悦子・鈴木敏正

平成9年度津市歳入歳出決猟附鵬苫津市単佼型教育を超えて鈴木敏正

平成9年度津市蒋繍嬢入歳出決算等審査意見生態学習を組織するもの
書津市監査委員神田嘉延・遠藤知忠子・宮崎隆志

財産に関する調在（土地及び建物の内訳）津市生涯学判時代の社会教育黒沢惟昭

平成10年版環境白許三亜県版三通県生涯学習時代の人権黒沢惟昭・森山浩一

平成10年版明石市の斑境明石市日本社会教育小史』.E・トーマス

平成9年版「税務統計細第41号生涯学習と開かれた施設活動

三亜県総務局税務課大堀哲・村田文生・斎藤腿三郎

三里のくにづくりj,鱗三重県間肺諦教育論松井政明・山野井敦徳・山木郁久

産業廃棄物処理法令・通述・条例鵬生派学糾と学校五日制岩淵英之

厚生背帳活斯生局水通環境部計両課市民が削る唯涯学習計画「月刊社会教育」綿災部

地理学文献目録第10災〔1992～1996〕スクールカウンセラー事例ファイル④非行・校内

人文地理学会文献目録編集委員会暴力商野洲純

都市圏活断脳図国土地理院キレル子、キレない子石Ⅲ－宏

バクテリア課長糞戦記渋谷謙三学校5日制の爽践的展開

生 涯 学 習と社会参加佐藤一子西村文男。天笠茂・堀井啓幸

生涯学習と地域活性化瀬沼克彰学校5日制で教育はどう変わるか

生涯学習と社会教育のゆくえ佐藤晴雄間階玲治・深谷昌志・葉養正明・有刷格
自己教育の主体として
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